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1.	電気事業法の改正について
　工事用発電設備（以下、「発電機」）の範囲は、平成7年12月1日付の電気事業法
及び電気事業法施行規則の改正により、10kW以上とされています。また、平成
17年6月1日付けの経済産業省よりの通達で、リース業者及び建設業者等に必要
な届出は下表のように簡略化されました。
　また、平成15年3月28日の電気事業法施行規則の一部改正により、従来出力
1,000kW以上の発電機に義務付けられていた「工事計画の届出」の範囲が出力
に関わらず電圧10,000V以上に変更になりました。設置する発電機が、「予備発」
の扱いを受ける場合、通常は需要設備の付帯設備として扱われます。
　また、工場内で工事以外（機器の試験運転など）で発電機を使用される場合には、
その工場等で選任された電気主任技術者の管理下でご使用ください。

2.	定期自主点検と点検済証
　当社では、これらの規制緩和
に関わらず従来同様に有資格
者による年次検査を実施し、
点検記録を保管しております。
当該検査済み発電機に関しまし
ては、操作パネル部に定期点検
済み証を貼付しております。

改正前（平成8年7月通達）… 改正後（平成17年6月通達）

保安規定
リース業者等 常時保管する場所における工事用発電設備の購

入、修理、改造、保管、点検、整備、貸出等について ＜対象外＞

建設業者等 建設工事現場等における工事用発電整備及び
工事用需要設備の据付、使用、点検、借受等について

設置して
使用する者

移動用発電設備の移動の区域、修理、改造、保管、点検、
整備、使用、据付等について（発電機の出力が10kW以上）

主任技術者
リース業者等 工事用発電設備を常時保管する場所もしくはこれを

直接統括する事業場 ＜対象外＞

建設業者等 工事用発電設備及び工事用需要設備を使用する
建設工事現場等もしくはこれを直接統括する事業場

設置して
使用する者

移動用発電設備を使用する場所またはこれを直接
統括する事業所（発電機の出力が10kW…以上）

使用開始届
建設業者等は、工事用発電設備をリース業者から借り受けた時
は、「自用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の最終月の
翌々月末日までに所轄経済産業局長に届け出る。

＜不　要＞

所有
状況報告

リース業者等は、半年に1回「工事用発電設備所有状況一覧
表」に当該半期末（9月末または3月末）の所有状況を取りまとめ、
当該半期末の翌々末日（11月末日または5月末日）までに所轄経
済産業局長に提出する。

＜不　要＞

■新旧比較表

工事用発電設備法規

発電機容量
（kVA）

25％負荷時消費量 50％負荷時消費量 75％負荷時消費量 100％負荷時消費量

負荷（kW） L/h 負荷（kW） L/h 負荷（kW） L/h 負荷（kW） L/h

10.5/13 2.1/2.6 1.1/1.4 4.2/5.2 1.6/2.0 6.3/7.8 2.1/2.7 8.4/10.4 2.9/3.6

20/25 4/5 2.1/2.7 8/10 2.9/3.8 12/15 3.9/4.9 16/20 5.1/6.5

37/45 7.4/9 3.3/4.5 14.8/18 5.1/6.6 22.2/27 7.0/8.8 29.6/36 9.2/11.6

50/60 10/12 3.5/4.4 20/24 5.8/7.2 30/36 8.6/10.3 40/48 11.2/13.4

80/100 16/20 5.8/7.7 32/40 9.5/12.6 48/60 14.0/18.1 64/80 17.9/22.8

125/150 25/30 10.2/12.8 50/60 17.0/22.2 75/90 24.2/30.7 100/120 29.6/36.3

195/220 39/44 13.0/15.2 78/88 22.0/24.6 117/132 33.1/36.0 156/176 43.7/46.9

270/300 54/60 18.3/21.8 108/120 32.0/37.6 162/180 45.7/52.0 216/240 60.1/68.1

350/400 70/80 25.5/30.7 140/160 42.9/51.3 210/240 58.9/70.4 280/320 75.7/88.9

400/500 90/100 29.6/37.3 180/200 49.6/59.9 270/300 71.6/85.9 360/400 92.4/112.4

発電機燃料消費量一覧表（JIS2号軽油を使用した場合で、メーカーデータによる)
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